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10
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

窓
口
負
担
割
合
が
見
直
さ
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、75
歳（
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
人
は
65
歳
）以
上
の
方
が
加
入
す
る
医
療

保
険
制
度
で
す
。

令
和
４
年
以
降
、団
塊
の
世
代（
１
９
４
７
～
１
９
４
９
年
生
ま
れ
）の
方
が
75
歳
以
上
に
な
り
始
め

る
こ
と
か
ら
、医
療
費
の
増
大
が
見
込
ま
れ
ま
す
。そ
れ
に
伴
い
、10
月
１
日（
土
）か
ら
、一
定
以
上
の
所

得
の
あ
る
方
は
、現
役
並
み
所
得
者
を
除
い
て
、医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
が
２
割
に
変
更
と
な
り
ま

す
。ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　　
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◉
窓
口
負
担
割
合
の
判
定
方
法

被
保
険
者
の
課
税
所
得
や
年
金
収
入
を
も
と
に
、世
帯
単
位

で
判
定
し
ま
す
。

現
役
並
み
所
得
者（
※
１
）は
３
割
負
担
の
ま
ま
で
す
。

◉
保
険
証
の
更
新

10
月
１
日（
土
）か
ら
始
ま
る
負
担
割
合
の
見
直
し
に
伴
い
、保

険
証
の
更
新
を
次
の
と
お
り
予
定
し
て
い
ま
す
。

１
回
目
… 

７
月
中
に
全
加
入
者
に
市
か
ら
送
付（
有
効
期
間
…
８

月
１
日（
月
）～
９
月
30
日（
金
））

２
回
目
… 

９
月
中
に
全
加
入
者
に
広
域
連
合
か
ら
送
付（
有
効
期

間
…
10
月
１
日（
土
）～
令
和
５
年
７
月
31
日（
月
））

◉
負
担
を
抑
え
る
配
慮
措
置

令
和
７
年
９
月
30
日（
火
）ま
で
は
、負
担
割
合
が
２
割
と

な
っ
た
方
の
１
か
月
の
外
来
医
療
の
窓
口
負
担
割
合
の
負
担

増
加
額
を
上
限
３
，０
０
０
円
ま
で
に
抑
制
す
る
配
慮
措
置

が
導
入
さ
れ
ま
す（
入
院

の
医
療
費
は
対
象
外
）。

配
慮
措
置
の
適
用
で

払
い
戻
し
額
が
発
生
す

る
方
は
、高
額
療
養
費
と

し
て
、登
録
済
み
の
高
額

療
養
費
の
振
込
口
座
へ

後
日
払
い
戻
し
ま
す
。２

割
負
担
と
な
る
方
で
高

額
療
養
費
の
口
座
が
登

録
さ
れ
て
い
な
い
方
に

は
、９
月
頃
に
、広
域
連

合
か
ら
申
請
書
を
郵
送

し
ま
す
。

※
１　

�

課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
で
、現
在
医
療
費
の
窓

口
負
担
割
合
が
３
割
の
方

※
２　

�

75
歳
以
上
の
方
と
、65
～
74
歳
で
一
定
の
障
が
い
の

状
態
に
あ
る
と
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合（
以

下
、広
域
連
合
）か
ら
認
定
を
受
け
た
方

※
３　

�『
市
民
税
・
県
民
税�

納
税
通
知
書
』の「
課
税
標
準
」の

額（
前
年
の
収
入（
年
金
収
入
・
給
与
収
入
…
税
金
や

社
会
保
険
料
等
が
差
し
引
か
れ
る
前
の
金
額　

事
業

収
入
等
…
必
要
経
費
を
差
し
引
く
前
の
金
額
）か
ら
、

公
的
年
金
等
控
除
や
給
与
所
得
等
控
除
、所
得
控
除

（
基
礎
控
除
や
社
会
保
険
料
控
除
等
）を
差
し
引
い
た

後
の
金
額
）

※
４　

�

公
的
年
金（
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
を
除
く
）の
税
金

や
社
会
保
険
料
等
が
差
し
引
か
れ
る
前
の
金
額

※
５　

�

年
金
収
入
を
除
く
事
業
収
入
や
給
与
収
入
等
か
ら
、必

要
経
費
や
給
与
所
得
控
除
等
を
差
し
引
い
た
後
の
金
額

広
域
連
合
や
市
の
職
員
が
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
・
通
帳
等

を
お
預
か
り
し
た
り
、A
T
M
操
作
を
お
願
い
し
た
り
す

る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
と
き
は
、袋
井
警
察
署(

４
４
ー

０
１
１
０
）や
警
察
相
談
専
用
電
話（
＃
９
１
１
０
）、ま
た

は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
１
８
８
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ご注意ください！

世帯内にいる後期高齢者医療の被保険者（※2）のうち
課税所得（※3）が28万円以上の方がいますか？

世帯に後期高齢者医療の被保険者（※2）が
何人いますか？

世帯全員

1割 1割 2割
世帯全員

1割
世帯全員

2割

いるいない

1人だけ 2人以上

320万円未満 320万円以上200万円未満 200万円以上

「年金収入（※4）＋その他の
合計所得金額（※5）」が
200万円以上ですか？

「年金収入（※4）＋その他の
合計所得金額（※5）」が
320万円以上ですか？

例：1か月の医療費全体額が�50,000円 の場合

窓口負担割合 1 割の時　① 5,000 円

窓口負担割合 2 割の時　② 10,000 円

負担増　③（②－①） 5,000 円

窓口負担増の上限　④ 3,000 円

払い戻し等（③－④） 2,000 円

1か月 5,000円 の負担増を�3,000円 までに抑えます。


